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凡例 法……………国税通則法 令……………国税通則法施行令 規……国税通則法施行規則

措法…………租税特別措置法

(１) 総 則
⃞１ 国税通則法の目的等

項 目 内 容 備 考

目 的 国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、

税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関

係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、

もって国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資すること

を目的とする（法１）。

他の税法との
関連

この法律に規定する事項で他の税法に別段の定めがある

ものは、その定めるところによる（法４）。

⃞２ 国税の納付義務の承継等

項 目 内 容 備 考

相続による承
継

相続があった場合には、相続人又は相続財産法人（民法

951）は、その被相続人に課されるべき、又は納付し、若

しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する（法

５）。

〇相続人が限定承認をした

ときは、その相続により取

得した財産の価額が責任の

限度となる。

〇相続人が２人以上あると

きは、承継する総税額を各相

続人の民法（900～902）の規

定による相続分によりあん

分して各相続人の承継すべ

き税額を計算する（法５②）。

〇上記の場合において、承

継税額を超えて財産を相続

した者があるときは、その

相続人は、その超える価額

を限度として他の相続人の

承継税額を納付する責めに

任ずる（法５③）。
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法人の合併等
による承継

法人が合併した場合には、合併法人が被合併法人に課さ

れるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税を納

める義務を承継する（法６）。

また、人格のない社団等に属する権利義務が包括して承

継された場合については、法人が合併した場合におおむね

準ずる（法７）。

信託に係る国
税の承継

次の場合には、受託者の信託に係る国税の納付義務がそ

れぞれの者に承継される（法７の２）。

① 受託者の任務が終了した場合において新受託者が就任

したとき…新受託者

② 受託者が二人以上ある場合においてその一人の任務が

終了したとき…信託事務の引継ぎを受けた受託者

③ 受託者が死亡した場合…信託財産法人（信託法74①）

④ 受託者である法人が分割した場合…受託者としての権

利義務を承継した法人

法人の合併等
の無効判決に
係る連帯納付
義務

合併等を無効とする判決が確定した場合には、その合併

等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により

設立した法人又は分割により事業を承継した法人のその合

併等以後の国税について、連帯納付義務を負う（法９の

２）。

法人の分割に
係る連帯納付
の責任

法人が分割（分社型分割を除く。）をした場合には、その

分割により事業を承継した分割承継法人は、その分割前の

国税について、その分割法人から承継した財産の価額を限

度として連帯納付責任を負う（法９の３）。

⃞３ 期間及び期限

項 目 内 容 備 考

期間の計算 各税法において日、月又は年をもって定める期間の計算

は次による（法10①）。

① 期間の初日は算入しない。

② 期間を定めるのに月又は年をもってしたときは、暦に

従う。

③ ②の場合において、月又は年の初めから期間を起算し

ないときは、その期間は、最後の月又は年においてその

〇信託に係る国税の納付義

務が承継された場合でも前

受託者等は固有財産をもっ

て納付する責任を負う。ま

た、新受託者は、信託財産

のみをもって納付する責任

を負う。

〇信託に係る一定の国税に

ついては連帯納付責任の対

象から除かれる（法９の

３）。

〇その期間が午前零時から

始まるとき、又は各税法に

別段の定めがあるときは、

初日を算入する（法10①一

ただし書）。

〇最後の月にその応当する

日がないときは、その月の

末日に満了する（法10①三

国 税 通 則 法

― 4 ―



起算日に応当する日の前日に満了する。

期限の特例 各税法に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提

出、通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、国民の祝

日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜

日若しくは12月29日から31日までの日に当たるときは、こ

れらの日の翌日をもってその期限とする（法10②）。

災害等による
期限の延長

災害その他やむを得ない理由により、各税法に基づく申

告その他書類の提出等に関する期限までにこれらの行為を

することができないときは、その理由のやんだ日から２月

以内に限り、その期限の延長が認められる（法11）。

⃞４ 送 達

項 目 内 容 備 考

書類の送達 各税法の規定に基づいて税務署長等が発する書類は、郵

便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送

達を受けるべき者の住所又は居所（事務所及び事業所を含

む。）に送達される（法12①）。

郵便等による
送達

郵便又は信書便によって書類を発送した場合には、通常

到達すべきであった時に送達があったものと推定される

（法12②）。

交 付 送 達 交付送達は、行政機関の職員が、その送達を受けるべき

者の住所又は居所において、その者に書類を交付して行わ

れる（法12④）。

ただし書）。

〇時をもって定める期限そ

の他特別な期限は除かれる

（法10②）。

〇国民の祝日に関する法律

においては、国民の祝日が

日曜日に当たる場合の祝日

の翌日並びにその前日及び

翌日が国民の祝日である日

は、休日とされており、左

記の規定が適用される（同

法３②③）。

〇期限の延長には、国税庁

長官が地域及び期日を指定

する場合と対象者の範囲及

び期日を指定する場合のほ

か、国税庁長官、国税不服

審判所長、国税局長、税務

署長又は税関長に申請を行

って期日を指定してもらう

場合とがある（令３）。

〇納税管理人があるとき

は、その住所又は居所に送

達される（法12① ただし

書）。

〇送達の場所において、そ

の者に出会わない場合は、

その使用人、同居者等相当

のわきまえのある者に交付

される（法12⑤一）。

〇本人又は上記の者が送達

の場所にいない場合又は正

国 税 通 則 法
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